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第 11 ガス漏れ火災報知設備 

１ 検知器 

 ⑴ 設置場所等 

   検知器は次に掲げる場所に設置すること。ただし、一の防火対象物にガス燃焼

機器（ガスコンロ、湯沸機器等。以下「燃焼器」という。）及び温泉の採取のた

めの設備（温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管。以

下「温泉採取設備」という。）が存する場合には、設置する検知器の構造及び性

能が異なるため、それぞれの場所にガス漏れ火災警設備を設けること。 

  ア 燃焼器が使用されている室内（現在使用されている燃焼器はないが、直ちに

使用できる未使用ガス栓のある場所も含む。） 

  イ ガスを供給する導管が外壁を貫通する場所（以下「貫通部」という。）の屋

内側の付近 

  ウ 温泉採取設備の存する部分。ただし、次に掲げるものを除く。 

   （ア） メタンガスの濃度が環境大臣の定める濃度であるものとして、温泉法第 14

条の５第１項の都道府県知事の確認を受けた温泉採取設備の存する場所 

   （イ） 温泉採取設備が存する建築物又は工作物で収容人員が１人未満のもの（日

常点検で入室するものを除く。） 

   （ウ） 温泉採取設備の設けられた室が、２面以上開放されている場合 

 ⑵ 設置基準（燃焼器又は貫通部） 

   点検に便利な壁面、天井面等に、ガスの性状に応じて次の基準により設置する 

こと。 

  ア 空気に対する比重が１未満の場合 

   （ア） 燃焼器又は貫通部から水平距離８ｍ以内に設置すること（第１図）。 

 

                 第１図 

 

   （イ） 天井面等が 0.6ｍ以上のはり等により区画されている場合は、燃焼器又は

貫通部側に設置すること（第２図）。 
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第２図 

 

   （ウ） 天井面等の付近に吸気口がある場合は、燃焼器又は貫通部から最も近い吸

気口付近に設けること（第３図）。 

     なお、燃焼器又は貫通部から８ｍ以内に吸気口がある場合には、当該吸気

口の付近に設置すれば、（ア）の規定によるものは設置する必要はない（第４

図）。 

 

        第３図                                第４図 

 

   （エ） 検知器の下端は、天井面等の下方 0.3ｍ以内に設けること（第５図）。 

      

第５図 

 

   （オ） 天井面より 0.6ｍ以上下がった位置の壁面にある吸気口付近には、検知器
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の設置は要しない（第６図）。 

            

                 第６図 

 

  イ 空気に対する比重が１を超える場合（第７図） 

   （ア） 燃焼器又は貫通部から水平距離４ｍ以内に設置すること。 

   （イ） 検知器の上端は床面の上方 0.3ｍ以内に設置すること。 

         

                   第７図 

 

  ウ 検知器から燃焼器までの距離の測定方法 

   （ア） 単一バーナーの燃焼器の場合は、バーナー部分の中心からの水平距離 

   （イ） 複数バーナーを有する燃焼器の場合は、各バーナー部分の中心から水平距

離（第８図） 



 第２章 各論 第 11 ガス漏れ火災報知設備 

11-4 

 

 

                  第８図 

   （ウ） 貫通部の場合は、外壁をガス導管が貫通する部分の水平距離とする 

     （第９図）。 

                

                  第９図 

   （エ） 未使用ガス栓の場合は、ガス栓の中心からの水平距離とする（第 10 図）。 

  

第 10図 

 

  エ 吸気口付近に検知器を設ける場合、吸気口と検知器の距離は 1.5ｍ以内とし、

燃焼器から漏れたガスを有効に検知できる方向（流動方向に沿う方向）に検知

器を設けること。 

 ⑶ 設置基準（温泉採取設備） 

   点検に便利な天井の室内に面する部分もしくは上階の床の下面又は壁面に、ガ 

ℓ：バーナー部分の中心からの水平距離を示す。 

 空気に対する比重が１未満の場合  ８ｍ 

   空気に対する比重が１を超える場合 ４ｍ 

  

 ※この場合、検知器を斜線部分の範囲内に設け

れば１個で足りる 



 第２章 各論 第 11 ガス漏れ火災報知設備 

11-5 

 

スの性状により次の基準にしたがって設置すること。 

  ア 空気に対する比重が１未満の場合 

   （ア） 温泉採取設備の周囲の長さ 10ｍにつき１個以上、当該温泉採取設備の付近

でガスを有効に感知できる場所に設けること。 

       

   （イ） 天井面等が 0.6ｍ以上のはり等により区画されている場合は、温泉採取設

備側に設けること。 

   （ウ） 天井面付近に吸気口のある場合には、0.6ｍ以上のはり等により区画され

ていない吸気口のうち温泉採取設備に最も近い吸気口に設けること。 

   （エ） 検知器の下端は、天井面等の下方 0.3ｍ以内の位置に設けること。 

  イ 空気に対する比重が１を超える場合 

   （ア） 温泉採取設備の周囲の長さ 10ｍにつき１個以上を、当該温泉採取設備の付

近でガスを有効に感知できる場所に設けること。 

   （イ） 検知器の上端は、床面から 0.3ｍ以内の位置に設けること。 

 

２ 受信機 

 ⑴ 受信機は床又は壁に壁固に固定すること。 

 ⑵ 受信機は防災センター等に設置し、その設置位置は第 11 図に示すように、操

作、点検等に必要な保有距離を確保すること。 
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第 11図 

 

 ⑶ 受信機のある場所には、警戒区域一覧図のほか、構内配線図を備えること。 

 ⑷ 受信機の供給電圧が 60Ｖを超えるものは、金属製外箱に努めて設置工事を施す

こと。 

 

３ ガスの濃度を指示するための装置 

  温泉採取設備に設置するガスの濃度を指示するための装置は、防災センター等常

時人がいる場所に設置すること。 

 

４ 中継器 

  振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所以外の場所で、点検に便利な位置

に設けること。また、電源表示灯を有する場合は、外部から容易に視認できるよう

に設けること。 

 

５ 警報装置 

 ⑴ 音声警報装置 

  ア 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることがで

きること。 

  イ スピーカーは各階ごとに、その階の各部分から一つのスピーカーまでの水平 

距離が 25ｍ以下となるように設け、次の場所には設けないこと。 

   （ア） 音響効果を妨げる障害物等のある場所 

   （イ） 通行、荷物搬送等により損傷の受けるおそれのある場所 

   （ウ） 雨水、腐食性ガス等の影響を受けるおそれのある場所（適当な防護措置を

講じた場合は、この限りではない。） 

  ウ 非常警報設備の基準（昭和 48 年消防庁告示第６号）に準ずるものであるこ

と。 

  エ 一の防火対象物に２つ以上の受信機を設けるときは、受信機があるいずれの

場所からも作動させることができること（燃焼器又は貫通部に設置するものに

限る。）。 
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  オ 常時人がいない場所又は放送設備を規則第 25 条の２第２項第３号の技術上

の基準に従い設置したときもしくは警報機能を有する検知器又は検知区域警

報装置の有効範囲内の部分については音声警報装置を設けないことができる

（温泉採取設備に設置するものに限る。）。 

 ⑵ ガス漏れ表示灯 

  ア 検知器の設置室の出入口が２か所以上ある場合は、主出入り口に設置する。

なお、主出入り口の区分が認められない場合は、各出入口に設置すること。 

  イ 検知器を設ける室等が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の

出入り口付近に設置すること。ただし、一つの警戒区域が一つの室等からなる

場合は設置しないことができる。 

  ウ ３ｍ離れた地点でガス漏れ表示灯が点灯していることを明確に識別できる

ように設置すること。 

 ⑶ 検知区域警報装置 

   検知区域警報装置は、当該検知区域警報装置から１ｍ離れた位置で音圧が 70

ｄＢ以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場

合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、設置しないことがで

きる。 

 

６ 配線 

  配線は、第 10自動火災報知設備３の例によること。 

 

７ 非常電源 

  予備電源の容量が、二の回線を 10 分間有効に作動させ、同時にその他の回線を

監視状態にすることができる容量以上であるときは、非常電源に替えることができ

る。 

〈非常電源としての蓄電池設備の容量計算例〉 

検知器の無警報時の消費電力 ３Ｗ 

検知器の警報時の消費電力 ５Ｗ 

検知器設置階及び設置数 

地下１階 10個 〇１回線当たり最大設置個数７個 

地下２階 15個 〇最大設置個数の次に多い設置個数６個 

地下３階   5個 

   計 30個 

最大設置個数の回線と次に多い回線を警報状態とする。 

 Ｐ₁＝５Ｗ×13個＝65Ｗ 

他の回線を監視状態とする。 

 Ｐ₂＝３Ｗ×17個＝51Ｗ 

 Ｐ₁＋Ｐ₂＝65Ｗ＋51Ｗ＝116Ｗ≒116ＶＡ 

非常電源としての蓄電池設備の容量は、116ＶＡが必要となる。 
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８ 警戒区域〈燃焼機器又は貫通部に設置するものに限る。〉 

 ⑴ 警戒区域の設定については次によること（第 12図～第 20図参照）。 

  ア 警戒区域の一辺の長さは、50ｍ以下とすること。 

  イ 原則として、通路又は地下道に面する室、店舗等を一の警戒区域に含まれる

よう設定すること。 

  ウ 燃焼器の設置されていない室、店舗等（通路又は地下道を含む。）の面積は、

警戒区域に含めること。 

 ⑵ 貫通部における検知器に係わる警戒区域は、他の検知器に係わる警戒区域と別

にすること。 

 ⑶ 一の防火対象物において貫通部が複数個所存在する場合は、各貫通部ごとに一

の警戒区域を設けること。 

 

  

第 12図 

 

 
第 13図 
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第 14図 

 

      

第 15図 

 

      

第 16図 
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第 17図 

 

    

第 18図 

 

    

第 19図 
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第 20図 

 

９ その他 

 ⑴ ガス漏れ火災警報設備の設置位置について 

  ア 規則 24 条の２の２第１項第１号の「燃料用ガスが使用されるもの」とは、

次のものをいうこと。 

   （ア） 燃焼器が設置されているもの 

   （イ） 燃焼器を接続するだけで使用可能となるように、未使用ガス栓が設置され

ているもの 

 ⑵ 検知器の取扱いについて 

   燃料用ガスには、ガス事業法に基づきガス事業者が供給するガス（以下「都市 

ガス」という。）と、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

に基づき認定された販売事業者が販売する液化石油ガス（以下「ＬＰガス」とい 

う。）がある。都市ガスには、空気に対する比重が１未満のものと１を超えるも

のがあるが、ＬＰガスは空気に対する比重が１を超えるもののみである。従って 

ガス漏れ検知器は（以下「検知器」という。）も、こうした様々なガスの性質に

対応する性能を必要とすることから、次のように取扱うこと。 

ア 都市ガス用の検知器については、一般財団法人日本ガス機器検査協会が、「ガ

ス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に

使用する中継器及び受信機の基準」（昭和 56年消防庁告示第２号。以下「告示

２号という。」に規定する検知器の基準に適合するかどうか検査することとさ
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れたこと。 

  イ ＬＰガス用の検知器については、高圧ガス保安協会が告示２号に規定する検

知器の基準に適合するかどうかを検査されたこととされたこと。 


